
非上場
本社所在都道府県 兵庫県

（ＵＲＬ  http://www.tajimamank.co.jp）
倉　橋    基
佐　伯　宏　之 Ｔ Ｅ Ｌ （０７９６）２４－２１１１

中間配当制度の有無 有
特定取引勘定設置の有無 無

1 ．１６年９月中間期の業績（平成１６年４月１日～平成１６年９月３０日）

経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

％ ％

（ ） （ ）
（ ） （ ）
（ ） （ ）

％ 円 銭

（ ）
（ ）
（ ）

（注）①期中平均株式数 平成16年9月中間期 79,850,152株 平成15年9月中間期 79,828,583株
平成16年3月期 79,834,239株

②会計処理の方法の変更 無
③経常収益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

配当状況
１株当たり １株当たり

中間配当金 年間配当金
　 円 銭 （注）平成１６年９月中間期配当金の内訳

　 ２ 普通配当金 ２円５０銭
　 ２

５ 円 ００ 銭

財政状態

％ 円 銭 ％

（注） ①期末発行済株式数  平成16年9月中間期 79,850,010株  平成15年9月中間期 79,827,837株
 平成16年3月期 79,852,238株

②期末自己株式数  平成16年9月中間期 24,990株  平成15年9月中間期 47,163株
 平成16年3月期 22,762株

2 ．平成１７年３月期の業績予想（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日）

円 銭 円 銭

通     期 １５，０００ ２，７００ １，５００ ２ ５

１株当たり予想当期純利益（通期）  　１８円 ７７銭

平成16年12月10日

７，５８５

７８０ 99.4

△ 0.9１４，５２１

百万円

百万円

株 主 資 本
自己資本比率

１０．３０(速報値)

コ ー ド 番 号

問合せ先責任者
代 表 者

但 馬 銀 行

役 職 名

役 職 名

氏名

氏名

　上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績はこれらの予想数値と異
なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件その他の関連する事項につきましては、添付資料の５ページを参照して
ください。

３０，４０８ ４．０
３１，５４１ ４．１ ８６ １０．１３

１０．０９
７６０，７９９

９２

経  常  収  益 経  常  利  益

1 株 当 た り
株 主 資 本

３８０

当  期  純  利  益

百万円

百万円

３２，１８９

（参考）

百万円

４．２ ４０３ １２

３９４

５０

経　常　利　益

７，２５９

百万円

104.1
△ 2.6 54.2７０５

103.8１，４３７

経　常　収　益

54.5

中間（当期）純利益
中間（当期）純利益

１，８７９

百万円

９ ７７

1株当たり

株主資本比率

３９１
122.8 １３ １５

９０４
１，０６０

５０

平成16年11月25日

株式会社 上場取引所

平成１７年３月期      個別中間財務諸表の概要

会 社 名

平成16年9月中間期

 

経理証券部長
取締役頭取

4.4

中間決算取締役会開催日
中間配当支払開始日

（１）

平成16年11月25日

平成16年3月期

７５９，２４２

５０

百万円

平成15年9月中間期

平成16年9月中間期

総 資 産

平成15年9月中間期

平成16年9月中間期

平成16年3月期

平成16年9月中間期

(２)

平成15年9月中間期
平成16年3月期

００

平成16年3月期

(３)

１株当たり年間配当金

期  末

７６１，０４１
平成15年9月中間期

(国内基準)
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    中  間  貸  借  対  照  表    

(単位:百万円）
前事業年度末の

要約貸借対照表

（Ａ） （Ｂ） （ Ａ－Ｂ ）

   
21,472        21,024        448             18,046        3,426          
49,496        43,011        6,485          34,048        15,448        

104             94              10              106             △ 2            
633             1,278          △ 645        1,148          △ 515        

112,467       127,070       △ 14,603    103,194       9,273          
554,770       543,941       10,829        582,782       △ 28,012    

1,200          1,290          △ 90          1,060          140             
2,033          2,017          16              2,019          14              

13,169        13,612        △ 443        13,526        △ 357        
2,648          2,549          99              2,169          479             
4,589          5,006          △ 417        4,937          △ 348        

△ 1,787      △ 1,655      △ 132        △ 1,999      212             
760,799       759,242       1,557          761,041       △ 242        

717,194       717,521       △ 327        718,119       △ 925        
4                15              △ 11          19              △ 15          

2,954          2,054          900             2,378          576             
2,839          3,097          △ 258        2,884          △ 45          
1,026          1,137          △ 111        1,160          △ 134        
4,589          5,006          △ 417        4,937          △ 348        

728,609       728,833       △ 224        729,499       △ 890        
   

5,481          5,481          -                5,481          -                
1,488          1,487          1                1,487          1                
1,487          1,487          -                1,487          -                

0 0 0 -                0
22,400        21,198        1,202          21,635        765             
3,447          3,364          83              3,404          43              

17,705        17,026        679             17,026        679             
1,247          807             440             1,204          43              
1,500          1,662          △ 162        1,695          △ 195        
1,325          589             736             1,247          78              
△ 6            △ 11          5                △ 5            △ 1            

32,189        30,408        1,781          31,541        648             
760,799       759,242       1,557          761,041       △ 242        

その他有価証券評価差額金
自 己 株 式

負 債 及 び 資 本 の 部 合 計
資 本 の 部 合 計

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

土 地 再 評 価 差 額 金

再評価に係る繰延税金負債
支 払 承 諾

任 意 積 立 金
中間（当期）未処分利益

利 益 準 備 金

負 債 の 部 合 計
（ 資 本 の 部 ）

資 産 の 部 合 計
貸 倒 引 当 金

資 本 金

退 職 給 付 引 当 金

（ 負 債 の 部 ）
預 金
外 国 為 替
そ の 他 負 債

科 目
前中間会計期間末当中間会計期間末

(平成16年9月30日）
比      較

(平成15年9月30日）
比      較

（平成16年3月31日）（Ｃ） （Ａ－Ｃ）

（ 資 産 の 部 ）

買 入 金 銭 債 権

現 金 預 け 金
コ ー ル ロ ー ン

資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金

商 品 有 価 証 券
有 価 証 券
貸 出 金
外 国 為 替
そ の 他 資 産
動 産 不 動 産
繰 延 税 金 資 産
支 払 承 諾 見 返
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(単位:百万円）

（ Ａ ） （ B ） ( Ａ － Ｂ )

 7,585           7,259           326              14,521         

5,925           5,944           △ 19           11,947         

5,420           5,497           △ 77           11,038         

465              423              42               860              

1,188           984              204              2,167           

217              186              31               193              

253              144              109              214              

6,147           6,554           △ 407         12,642         

178              190              △ 12           363              

161              181              △ 20           350              

555              523              32               1,096           

100              11               89               34               

4,884           5,005           △ 121         9,688           

428              822              △ 394         1,459           

1,437           705              732              1,879           

24               42               △ 18           130              

140              49               91               121              

1,321           697              624              1,887           

1,207           222              985              790              

△ 666         83               △ 749         36               

780              391              389              1,060           

250              241              9                 241              

20               175              △ 155         175              

195              △ 1             196              △ 33           

-                 -                 -                 0

-                 -                 -                 199              

-                 -                 -                 39               

1,247           807              440              1,204           

  至  平成16年3月31日）

（自  平成16年4月  1日  （自  平成15年4月  1日 

  至  平成16年9月30日）  至  平成15年9月30日）

比        較

前事業年度の

要約損益計算書
（自  平成15年4月  1日 

当中間会計期間 前中間会計期間

自 己 株 式 処 分 差 損

中間配当に伴う利益準備金積立額

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

法 人 税 、住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

特 別 利 益

特 別 損 失

経 常 利 益

中 間 （当 期 ）未 処 分 利 益

前 期 繰 越 利 益

役員退職慰労金積立金取崩額

中 間 配 当 額

土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額

    中 間 損 益 計 算 書    

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

役 務 取 引 等 収 益

税 引 前 中 間 （当 期 ）純 利 益

資 金 運 用 収 益

科         目

経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

（ う ち 預 金 利 息 ）

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

（う ち 貸 出 金 利 息 ）

（うち有価証券利息配当金）
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項  
 
１．商品有価証券の評価基準及び評価方法  

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。  
２．有価証券の評価基準及び評価方法  

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式
及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては、
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては、
移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。  
なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。   

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法  
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。  

４．固定資産の減価償却の方法  
(1) 動産不動産 

動産不動産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）につ
いては定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 
         建 物    ５年～５０年 
         動 産    ２年～２０年 

(2) ソフトウェア  
自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却し

ております。  
５．引当金の計上基準  

(1) 貸倒引当金 
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債

権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下の
なお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見
込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥
る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除した残額に、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率を
乗じた額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出し
た貸倒実績率等に基づき計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立
した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保
証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、
その金額は４,８５２百万円であります。 

(2) 退職給付引当金 
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基

づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、数理計算上の
差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

数理計算上の差異    各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法
により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

６．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準  
外貨建資産・負債については、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。  

７．リース取引の処理方法 
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引については、通

常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 
８．ヘッジ会計の方法  

外貨建資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引
等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に
規定する繰延ヘッジによっております。  

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨
スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合う
ヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しておりま
す。  

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。  
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９．消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、

動産不動産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。  
 
 
 

追 加 情 報 
 
 （外形標準課税）  

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年３月法律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成1
6年４月１日以後開始する事業年度より法人事業税に係る課税標準の一部が「付加価値額」及び「資本等の金
額」に変更されることになりました。これに伴い、「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上
の表示についての実務上の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第12号）に基づき、「付加価値額」
及び「資本等の金額」に基づき算定された法人事業税について、当中間会計期間から中間損益計算書中の「営
業経費」に含めて表示しております。  

 
 
 
注 記 事 項  
 
 （中間貸借対照表関係）  

１．子会社の株式総額       ５０百万円  
なお、本項の子会社は、銀行法第２条第８項に規定する子会社であります。  

２．貸出金のうち、破綻先債権額は２ ,３８０百万円、延滞債権額は５ ,４２６百万円であります。  
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元

本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行
った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第9
7号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出
金であります。  

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。  

３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は２４６百万円であります。  
なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している

貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。  
４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は６,７５６百万円であります。  

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、
延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。  

５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１４,８０９百
万円であります。  

なお、２.から５.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります｡ 
６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入
れた商業手形および買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有してお
りますが、その額面金額は７ ,１４４百万円であります。  

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 
担保に供している資産  

有価証券        ６３６百万円  
担保資産に対応する債務  

預  金       ２ ,２７１百万円  
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券３２ ,８０４

百万円及び貸出金２１ ,４００百万円を差し入れております。  
また、動産不動産のうち保証金権利金は９４０百万円であります。  

８．当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反が
ない限り、一定限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行
残高は、２０９,３３８百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条
件で取消可能なものが２０９ ,３３８百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが
必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、
金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒  
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絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要
に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき
顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。  

９．動産不動産の減価償却累計額           １１ ,０３３百万円  
10．動産不動産の圧縮記帳額             １１ ,３０７百万円  
11．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号)に基づき､事業用の土地の再評価を行い、

評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に
計上し、これを控除した金額を｢土地再評価差額金｣として資本の部に計上しております。  

再評価を行った年月日                   平成10年３月31日  
同法律第３条第３項に定める再評価の方法  土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布

政令第119号)第２条第４号に定める方法に基づいて奥行
価格補正等の合理的な調整を行って算出  

12．取締役及び監査役に対する金銭債権総額                    ５２百万円  
 
 
 

 （中間損益計算書関係）  

   １．減価償却実施額は下記のとおりであります。  
建物・動産     ２３３百万円  
そ   の   他       ４７百万円  

２．その他経常費用には、貸出金償却２７９百万円、貸倒引当金繰入額７３百万円を含んでおります。  
 
 
 
（リース取引関係）    

    リース取引関係の注記事項については、ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため、記載を省略しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


